
まん延防止等重点措置の適用に伴うTRA不動産相談室の業務縮
小及び休止について
まん延防止等重点措置の適用に伴い、令和4年1月21日（金）より、下記のとおり業務を縮小及び休止いたします。

 

今後の感染状況によっては、人員を縮小しての運営、又は休止する場合がございます。

皆様にはご不便をおかけしておりますが、何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。

【電話相談】　月・火・木・金　13時00分～15時00分　

ＴＥＬ　03（5338）0370（相談室専用電話）

https://okinawa.zennichi.or.jp/?p=6952
https://okinawa.zennichi.or.jp/?p=6952

